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平成２６年１０月１日

各都道府県消防防災主管部長 殿

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課 長

国民保護・防災部参事官

外国への消防車両の寄贈について

国内で更新対象となった消防車両の一部は、アジア、アフリカ、中南米等の開発途上

、 、国へ無償で寄贈されており これらの国々における消防力の向上に寄与するだけでなく

我が国からの目に見える国際協力として非常に有効な取り組みであり、寄贈を受けた国

々から高い評価を受けているものであるので、消防分野における国際協力推進のため今

後の一層のご協力をお願いいたします。

なお、地方公共団体や公益法人等が行う国際協力事業として外国へ消防車両の寄贈を

行う場合は 「消防車両等の適切な管理及び処分について（平成１６年８月２４日付け消、

防消第１６９号各都道府県消防主管部長宛消防庁消防課長通知 （別紙参照）中、２に）」

ついて、抹消登録及び無線機の撤去のみを行うことで足りることを申し添えます。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務

を処理する一部事務組合等を含む ）に対してもこの旨周知下さいますようお願いたしま。

す。

連絡先

国民保護・防災部参事官付

国際協力官 永作、国際協力係長 原口

（ ）消防・救急課 消防課長通知部分について

課長補佐 坂本、警防係長 西羅
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